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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
協
議
等
の
状
況
の
公
表
（
二
八

　

三
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
平
成
二
十
年
度
家
畜
商
講
習
会
の
実
施
（
二
八
四
・
中
央
家
畜
保
健

　

衛
生
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
八
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
道
路
区
域
の
変
更
（
二
八
六
～
二
九
一
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
（
二

　

九
二
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
公　
告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
総
合
防
災
課
）
…
…
…
…
…
５

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

　

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
四
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
四
九
）
…
…
…
６

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
五
○
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

○
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
五
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

○
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
届
出
（
五
二
）
…
…
…
…
…
…
…
10

○
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
異
動
の
届
出
（
五
三
）
…
…
…
…
10

○
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
の
届
出
（
五
四
）
…
10

　
　
人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
八―

六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

　
　
公
安
委
員
会
規
則

○
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
七
・
警
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

　
　
収
用
委
員
会
告
示

○
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
の
決
定
（
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

○
土
地
収
用
事
件
の
審
理
の
開
始
（
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

　
　
収
用
委
員
会
の
公
示
に
よ
る
通
知

○
土
地
収
用
事
件
の
審
理
開
始
の
公
示
に
よ
る
通
知
…
…
…
…
…
…
…
…
13

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

　

秋
田
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
九
年
に
お
け
る
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
協
議
等
の
状
況
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
協
議
件
数

　
　

四
百
二
十
三
件
（
う
ち
、
内
容
の
変
更
を
伴
う
協
議
件
数　

八
十
六

件
）

二　

県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
協
定
の
締
結
件
数

　
　

四
百
二
十
三
件

三　

県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
状
況
の
報
告
件
数

　
　

四
百
二
十
三
件

四　

県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
量
の
概
要

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

県

外

産

業

廃

棄

物

の

種

類

　

搬　
　
　
　
　
　
　

入　
　
　
　
　
　
　

量
（
ト
ン
）

最
終
処
分

中
間
処
理

再
生
利
用

合　
　

計

燃
え
殻

一
二
七

四
三
九

〇

五
六
六

汚
泥

一
二
、
九
一
六

一
二
、
〇
四
二

一
、
八
八
二

二
六
、
八
四
〇

廃
油

〇

二
九
、
八
五
九

一
、
六
三
八

三
一
、
四
九
七

廃
酸

〇

九
、
八
九
五

〇

九
、
八
九
五

廃
ア
ル
カ
リ

〇

一
五
、
〇
〇
四

〇

一
五
、
〇
〇
四

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

二
、
一
六
五

三
八
、
九
九
七

一
、
四
一
五

四
二
、
五
七
七

紙
く
ず

〇

一
五
五

〇

一
五
五

木
く
ず

〇

八
七
三

〇

八
七
三

繊
維
く
ず

〇

一
六

〇

一
六

動
植
物
性
残
さ

〇

三

〇

三

金
属
く
ず

〇

一
五
一

一
〇
六

二
五
七

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

一
三
六

一
、
三
八
九

七
九
一

二
、
三
一
六

鉱
さ
い

三
五

一
三
三

〇

一
六
八

が
れ
き
類

〇

二
四

〇

二
四

ば
い
じ
ん

二
一

一
、
七
九
六

〇

一
、
八
一
七

混
合
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
及
び
が

れ
き
類
を
含
む
。
）

六
、
二
一
〇

三
一
、
一
〇
六

六
六

三
七
、
三
八
二

合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計

二
一
、
六
一
〇

一
四
一
、
八
八
二

五
、
八
九
八

一
六
九
、
三
九
〇
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五　

環
境
保
全
協
力
金
の
納
入
額

　
　

三
千
九
百
四
十
四
万
一
千
円

六　

環
境
保
全
協
力
金
の
使
途

　
　

産
業
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
の
た
め
の
事
業
や
研

究
、
適
正
処
理
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て

た
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

　

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
年
度
家
畜
商
講
習
会
を
実
施
す
る
の

で
、
家
畜
商
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日
（
木
）
及
び
九
月
十
二
日
（
金
）

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
受
付
開
始
時
刻
は
午
前
八
時
三
十

分
）

　

㈡　

場
所　

秋
田
市
寺
内
蛭
根
一
丁
目
十
五
番
五
号　

秋
田
県
中
央
家
畜

保
健
衛
生
所

二　

講
習
会
の
内
容

　

㈠　

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

　

㈡　

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

　

㈢　

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

三　

受
講
対
象
者

　
　

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
家
畜
商
法
の
規
定
に
よ
る

講
習
会
を
受
講
し
、
終
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
以
外
の
者

で
、
今
後
家
畜
の
取
引
を
営
も
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四　

受
講
申
込
書
の
受
付

　

㈠　

期
間　

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

（
火
）
か
ら
同
年
八
月
二
十
一
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま
で

　

㈡　

場
所　

住
所
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

　
　
　
　
　
　

住
所
地
が
県
外
の
者
は
、
秋
田
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

五　

講
習
手
数
料

　

㈠　

金
額　

三
千
四
百
円

　

㈡　

納
付
方
法　

受
講
申
込
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す

る
こ
と
。

六　

そ
の
他

　

㈠　

家
畜
商
講
習
会
受
講
申
込
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
内
の
各

地
域
振
興
局
農
林
部
及
び
各
家
畜
保
健
衛
生
所
並
び
に
各
市
役
所
及
び

各
町
村
役
場
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　

㈡　

講
習
会
の
受
講
者
は
、
講
習
会
の
当
日
、
印
鑑
及
び
筆
記
用
具
を
持

参
す
る
こ
と
。

　

㈢　

講
習
の
詳
細
に
つ
い
て
は
秋
田
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
総
務
・
衛

生
指
導
班
（
電
話
〇
一
八―

八
六
四―

〇
四
〇
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

三　

供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

繊
維
く
ず

〇

一
六

〇

一
六

動
植
物
性
残
さ

〇

三

〇

三

金
属
く
ず

〇

一
五
一

一
〇
六

二
五
七

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

一
三
六

一
、
三
八
九

七
九
一

二
、
三
一
六

鉱
さ
い

三
五

一
三
三

〇

一
六
八

が
れ
き
類

〇

二
四

〇

二
四

ば
い
じ
ん

二
一

一
、
七
九
六

〇

一
、
八
一
七

混
合
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
及
び
が

れ
き
類
を
含
む
。
）

六
、
二
一
〇

三
一
、
一
〇
六

六
六

三
七
、
三
八
二

合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計

二
一
、
六
一
〇

一
四
一
、
八
八
二

五
、
八
九
八

一
六
九
、
三
九
〇

道
路
の
種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　

間

一
般
国
道
四
百
五
十
四
号
鹿
角
郡
小
坂
町
十
和
田
湖
字
十
和
田

湖
国
有
林
三
〇
八
四
林
班
ほ
１
小
班

か
ら
字
大
川
岱
九
〇
番
一
地
先
ま
で



３

平成20年６月27日（金曜日） 第1990号秋　　田　　県　　公　　報

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

四
百
五
十
四
号

鹿
角
郡
小
坂
町
十
和
田
湖
字
大
川
岱
一
七
番
か
ら
八
九
番
地
先
ま
で

七
・
〇
〇
～
四
八
・
七
五

〇
・
一
〇
七

新

四
百
五
十
四
号

鹿
角
郡
小
坂
町
十
和
田
湖
字
大
川
岱
十
七
番
地
先
か
ら
八
九
番
地
先
ま
で

九
・
五
〇
～
一
四
・
〇
〇

〇
・
〇
九
八

一　

道
路
の
区
域

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

比
内
森
吉
線

Ａ
北
秋
田
市
森
吉
字
深
渡
家
ノ
前
一
五
一
番
一
か
ら
字
砕
渕
二
〇
番
一
九
ま
で

七
・
〇
〇
～
四
一
・
〇
〇

〇
・
五
〇
〇

Ｂ
北
秋
田
市
森
吉
字
深
渡
家
ノ
上
一
六
番
二
か
ら
字
砕
渕
一
二
九
番
ま
で

一
三
・
〇
〇
～
五
〇
・
五
〇

〇
・
五
五
九

新

比
内
森
吉
線

北
秋
田
市
森
吉
字
深
渡
家
ノ
上
一
六
番
二
か
ら
字
砕
渕
一
二
九
番
ま
で

一
三
・
〇
〇
～
五
〇
・
五
〇

〇
・
五
五
九

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

比
内
森
吉
線

Ａ
北
秋
田
市
森
吉
字
橋
向
八
九
番
一
二
か
ら
字
姫
ケ
岱
一
四
番
一
五
ま
で

七
・
〇
〇
～
一
〇
二
・
〇
〇

三
・
五
七
七

Ｂ
北
秋
田
市
森
吉
字
橋
向
八
九
番
八
か
ら
字
姫
ケ
岱
一
四
番
一
五
ま
で

一
〇
・
〇
〇
～
八
一
・
〇
〇

二
・
四
八
〇

新

比
内
森
吉
線

北
秋
田
市
森
吉
字
橋
向
八
九
番
八
か
ら
字
姫
ケ
岱
一
四
番
一
五
ま
で

一
〇
・
〇
〇
～
八
一
・
〇
〇

二
・
四
八
〇

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

比
内
森
吉
線

Ａ
北
秋
田
市
森
吉
字
橋
向
八
九
番
一
二
か
ら
字
姫
ケ
岱
一
四
番
一
五
ま
で

七
・
〇
〇
～
一
〇
二
・
〇
〇

三
・
五
七
七

Ｂ
北
秋
田
市
森
吉
字
橋
向
八
九
番
八
か
ら
字
姫
ケ
岱
一
四
番
一
五
ま
で

一
〇
・
〇
〇
～
八
一
・
〇
〇

二
・
四
八
〇

新

比
内
森
吉
線

北
秋
田
市
森
吉
字
橋
向
八
九
番
八
か
ら
字
姫
ケ
岱
一
四
番
一
五
ま
で

一
〇
・
〇
〇
～
八
一
・
〇
〇

二
・
四
八
〇

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

百
三
号
及
び
百
四
号

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
白
沢
九
二
番
一
地
先
か
ら
九
二
番
一
四
地
先
ま
で

七
・
〇
〇
～
一
一
・
〇
〇

〇
・
六
〇
五

新

百
三
号
及
び
百
四
号

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
白
沢
九
二
番
一
か
ら
九
二
番
一
四
ま
で

一
四
・
〇
〇
～
四
三
・
〇
〇

〇
・
六
〇
五

一　

道
路
の
区
域

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

百
八
号

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
下
川
内
字
瀬
中
石
四
五
番
地
先
か
ら
矢
島
町
坂
之
下
字
御
嶽
ノ
下

一
三
番
三
地
先
ま
で

七
・
一
〇
～
三
〇
・
五
〇

〇
・
九
〇
九

新

百
八
号

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
下
川
内
字
瀬
中
石
四
五
番
地
か
ら
矢
島
町
坂
之
下
字
御
嶽
ノ
下
一

三
番
三
地
先
ま
で

一
一
・
〇
〇
～
六
九
・
〇
〇

〇
・
九
〇
九

一　

道
路
の
区
域

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

旧

二
百
八
十
五
号

南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
羽
黒
前
一
一
六
番
二
地
先
か
ら
富
津
内
下
山
内
字
下
川
原
四
三

番
三
地
先
ま
で

二
六
・
〇
〇
～
四
〇
・
〇
〇

〇
・
一
二
五

新

二
百
八
十
五
号

南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
羽
黒
前
一
一
六
番
二
地
先
か
ら
富
津
内
下
山
内
字
下
川
原
四
三

番
三
地
先
ま
で

二
四
・
〇
〇
～
四
〇
・
〇
〇

〇
・
一
二
五

一　

道
路
の
区
域
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特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
き
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

落
札
に
係
る
点
検
整
備
の
名
称
及
び
数
量

　
　

秋
田
県
消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
「
な
ま
は
げ
」
（
川
崎
式
Ｂ
Ｋ
１
１

７
Ｃ―

１
型
回
転
翼
航
空
機
）
の
三
〇
〇
〇
時
間
・
二
四
ヶ
月
点
検
整
備

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
県
知
事
公
室
総
合
防
災
課　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

朝
日
航
洋
株
式
会
社　

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
四
十
九
番
四
号

五　

落
札
金
額

　
　

六
千
百
八
十
四
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
四
月
十
八
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
六
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ア
ル
カ
リ
土
壌
改
良
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

日　

高　
　
　

伸

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
秋
田
市
下
新
城
中
野
字
街
道
端
西
二
四
一―

四
三
八

　
　

（
公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学
内
）

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
世
界
中
に
広
く
分
布
す
る
不
毛
な
塩
性
・
ア
ル
カ
リ
土

壌
を
改
良
し
、
豊
か
な
農
地
に
再
生
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
。
世
界
に

は
、
十
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
塩
性
・
ア
ル
カ
リ
土
壌
が
分
布
し
、
隣
人

の
中
国
に
は
、
二
千
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
農
地
が
不
毛
化
、
砂
漠
化
の

危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
土
壌
の
退
化
を
防
止
す
る
こ
と
は
、
人
類
最

大
の
課
題
で
あ
る
。
専
門
分
野
を
異
に
す
る
意
欲
あ
る
個
人
、
企
業
、
団

体
、
大
学
等
に
呼
び
か
け
、
学
際
的
研
究
活
動
を
通
し
て
不
良
土
壌
の
修

復
技
術
に
係
わ
る
研
究
の
推
進
・
環
境
教
育
及
び
技
術
的
な
サ
ポ
ー
ト
、

普
及
活
動
を
行
う
。
こ
れ
を
通
じ
不
毛
な
土
壌
及
び
自
然
生
態
系
の
改
善

と
貧
困
な
農
民
の
生
活
向
上
、
そ
れ
を
持
続
的
に
支
え
る
環
境
教
育
の
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
四
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

二
百
八
十
五
号

南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
羽
黒
前
一
一
六
番
二
地
先
か
ら
富
津
内
下
山
内
字
下
川
原
四
三

番
三
地
先
ま
で

二
六
・
〇
〇
～
四
〇
・
〇
〇

〇
・
一
二
五

新

二
百
八
十
五
号

南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
羽
黒
前
一
一
六
番
二
地
先
か
ら
富
津
内
下
山
内
字
下
川
原
四
三

番
三
地
先
ま
で

二
四
・
〇
〇
～
四
〇
・
〇
〇

〇
・
一
二
五

名　
　
　
　

称

住　
　
　
　
　
　

所

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

業
務
の
開
始
の
日

指

定

年

月

日

株
式
会
社
東
京
建
築
検
査
機
構

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
四
号

　

東
日
本
橋
Ｍ
─
１
ビ
ル
７
階

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
四
号　

東
日
本
橋
Ｍ

─
１
ビ
ル
７
階

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

届
出
年
月
日

佐
藤
文
信
後
援
会

中　

嶋　
　
　

巖

佐　

藤　

雅　

人

北
秋
田
市
脇
神
字
脇
神
囲
ノ
内
八
十
一

平
成
二
十
年
五
月
一
日

佐
藤
健
一
後
援
会

佐　

藤　

新　

正

花　

田　

重　

教

大
館
市
岩
瀬
字
代
野
九
十
三
─
三

平
成
二
十
年
五
月
二
日

す
が
わ
ら
隆
文
後
援
会

成　

田　

具　

世

菅　

原　

田
津
子

能
代
市
二
ツ
井
町
字
比
井
野
百
十
一
─
一

平
成
二
十
年
五
月
七
日

佐
藤
勇
後
援
会

山　

田　

利　

昭

青　

木　

資　

朗

由
利
本
荘
市
矢
島
町
立
石
字
悪
戸
百
四
十
五

平
成
二
十
年
五
月
八
日

佐
藤
譲
司
後
援
会

周　

防　

彦　

宗

村　

上　

嘉　

夫

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
川
内
字
田
代
百
八
十
四

　
　
　
　

〃

湊
屋
啓
二
後
援
会

湊　

屋　

啓　

二

石
郷
岡　

修　

一

北
秋
田
市
元
町
四
─
十
五

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

佐
々
木
誠
後
援
会

若　

皆　

忠　

夫

吉　

田　

萬　

悦

横
手
市
十
文
字
町
仁
井
田
字
町
東
四
十

平
成
二
十
年
五
月
十
五
日

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体
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秋
選
管
告
示
第
四
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

佐
藤
文
信
後
援
会

中　

嶋　
　
　

巖

佐　

藤　

雅　

人

北
秋
田
市
脇
神
字
脇
神
囲
ノ
内
八
十
一

平
成
二
十
年
五
月
一
日

佐
藤
健
一
後
援
会

佐　

藤　

新　

正

花　

田　

重　

教

大
館
市
岩
瀬
字
代
野
九
十
三
─
三

平
成
二
十
年
五
月
二
日

す
が
わ
ら
隆
文
後
援
会

成　

田　

具　

世

菅　

原　

田
津
子

能
代
市
二
ツ
井
町
字
比
井
野
百
十
一
─
一

平
成
二
十
年
五
月
七
日

佐
藤
勇
後
援
会

山　

田　

利　

昭

青　

木　

資　

朗

由
利
本
荘
市
矢
島
町
立
石
字
悪
戸
百
四
十
五

平
成
二
十
年
五
月
八
日

佐
藤
譲
司
後
援
会

周　

防　

彦　

宗

村　

上　

嘉　

夫

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
川
内
字
田
代
百
八
十
四

　
　
　
　

〃

湊
屋
啓
二
後
援
会

湊　

屋　

啓　

二

石
郷
岡　

修　

一

北
秋
田
市
元
町
四
─
十
五

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

佐
々
木
誠
後
援
会

若　

皆　

忠　

夫

吉　

田　

萬　

悦

横
手
市
十
文
字
町
仁
井
田
字
町
東
四
十

平
成
二
十
年
五
月
十
五
日

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
角
館
支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
町
二
十
八

仙
北
市
角
館
町
西
長
野
中
田
十
五

平
成
二
十
年
五
月
七
日

代

表

者

戸　

澤　
　
　

清

安　

杖　

正　

義

会

計

責

任

者

佐
々
木　
　
　

章

太　

田　

司　

郎

自
由
民
主
党
秋
田
県
秋
田
市
第

一
支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
山
王
四
丁
目
六
─
二
十　

合
同
ビ
ル
二
Ｆ

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
─
一　

瀧
不
動
産
ビ
ル

平
成
二
十
年
五
月
九
日

自
由
民
主
党
秋
田
県
歯
科
医
師

支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
七
十
─
百
二

秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

自
由
民
主
党
秋
田
県
に
か
ほ
市

第
一
支
部

会

計

責

任

者

斎　

藤　

多
喜
子

横　

山　

満　

男

平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日

一　

政
党
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秋
選
管
告
示
第
五
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

金
田
勝
年
鹿
角
後
援
会

秋
田
康
友
会

北
林
康
司
後
援
会

工
藤
よ
し
の
り
後
援
会

工
藤
嘉
範
み
の
る
会

秋
田
県
歯
科
医
師
連
盟
金
田
勝

年
後
援
会

秋
田
県
歯
科
医
師
連
盟
野
呂
田

芳
成
後
援
会

秋
田
県
歯
科
医
師
連
盟
二
田
孝

治
後
援
会

夢
と
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
し

ろ石
井
み
ど
り
秋
田
県
後
援
会

秋
田
県
歯
科
技
工
士
連
盟

秋
田
を
国
際
文
化
都
市
へ
石
塚

ゆ
き
こ
後
援
会

渋
谷
正
敏
後
援
会

髙
貝
ひ
さ
と
後
援
会

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

佐　

藤　

祥　

二

秋
田
市
山
王
四
丁
目
六
─
二
十　

合
同
ビ
ル
二
Ｆ

秋
田
市
山
王
四
丁
目
六
─
二
十　

合
同
ビ
ル
二
Ｆ

佐
々
木　

清　

美

金　

子　

幹　

一

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
七
十
─
百
二

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
七
十
─
百
二

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
七
十
─
百
二

信　

太　
　
　

了

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
七
十
─
百
二

平　

川　

直　

美

佐　

藤　

雄　

貴

石　

塚　

則　

夫

柴　

田　

隆　

雄

大
仙
市
太
田
町
太
田
字
築
地
古
館
七
十
二

大　

里　

祐　

一

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
─
一　

瀧
不
動
産
ビ
ル
三
Ｆ

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
─
一　

瀧
不
動
産
ビ
ル
三
Ｆ

鈴　

木　

喜　

悦

小　

野　

秋　

雄

秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号

秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号

秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号

信　

太　

健　

吾

秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号

平　

塚　
　
　

聰

佐　

藤　
　
　

仁

保　

坂　

克　

廣

斎　

藤　

多
喜
子

大
仙
市
太
田
町
太
田
字
新
田
田
尻
五
十
九
─
一

平
成
二
十
年
五
月
二
日

平
成
二
十
年
五
月
七
日

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

平
成
二
十
年
五
月
八
日

　
　
　
　

〃

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日

　
　
　
　

〃



８

平成20年６月27日（金曜日） 第1990号秋　　田　　県　　公　　報

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
象
潟
支
部

池　

田　

好　

隆

平
成
二
十
年
四
月
十
九
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

一　

政
党

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

佐
藤
文
信
後
援
会

佐
藤
勇
後
援
会

佐
藤
健
一
後
援
会

仲
村
力
夫
後
援
会

菅
原
隆
文
後
援
会

秋
田
康
友
会

尾
山
周
市
郎
後
援
会

小
番
勲
後
援
会

佐
藤
譲
司
後
援
会

泉
谷
理
毅
男
後
援
会

す
ず
き
誠
一
後
援
会

池
田
千
紗
子
後
援
会

湊
屋
啓
二
後
援
会

佐
々
木
誠
後
援
会

平
泉
庄
治
後
援
会

秋
田
を
国
際
文
化
都
市
へ
石
塚
ゆ
き
こ
後
援
会

さ
さ
き
正
を
励
ま
す
会

中
村
ひ
ろ
ひ
こ
秋
田
後
援
会

中　

嶋　
　
　

巖

山　

田　

利　

昭

佐　

藤　

新　

正

高　

橋　
　
　

尚

成　

田　

具　

世

北　

林　

康　

司

長　

岐　

良　

博

小　

番　

晴　

樹

周　

防　

彦　

宗

泉　

谷　

理
毅
男

鈴　

木　

誠　

一

池　

田　

久　

一

湊　

屋　

啓　

二

若　

皆　

忠　

夫

平　

泉　

庄　

治

石　

塚　

則　

夫

亀　

山　

精　

司

渡　

辺　

忠　

陸

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

平
成
二
十
年
五
月
一
日

平
成
二
十
年
五
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

平
成
二
十
年
五
月
二
日

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

平
成
二
十
年
五
月
四
日

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
五
月
十
二
日

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

平
成
二
十
年
五
月
一
日

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　

〃

平
成
二
十
年
五
月
七
日

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

平
成
二
十
年
五
月
八
日

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

　
　
　
　

〃

平
成
二
十
年
五
月
十
二
日

　
　
　
　

〃

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

平
成
二
十
年
五
月
十
五
日

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
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秋
選
管
告
示
第
五
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

さ
さ
き
正
を
励
ま
す
会

中
村
ひ
ろ
ひ
こ
秋
田
後
援
会

亀　

山　

精　

司

渡　

辺　

忠　

陸

平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

Ⅰ
　

種
類

　
政

治
資

金
規

正
法

第
17条

第
1項

の
規

定
に

よ
る

報
告

書
Ⅱ

　
報

告
書

の
要

旨
１

　
収

入
及

び
支

出
の

あ
る

団
体

　
⑴

　
政

党
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
自
由
民
主
党
象
潟
支
部

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
30日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 487,419円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 372,382円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 115,037円

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 487,419円
　

　
　

イ
　

収
入

・
支

出
の

内
訳

　
　

　
　

ア
　

収
入

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

寄
附

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 100,700円

　
　

　
　

　
　

　
　

法
人

そ
の

他
の

団
体

か
ら

の
寄

附
　

　
　

 100,700円
　

　
　

　
　

　
　

　
　

金
田

勝
年

事
務

所
　

秋
田

市
　

　
　

　
 100,700円

　
　

　
　

　
　

　
そ

の
他

の
収

入
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

 14,337円
　

　
　

　
　

　
合

　
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 115,037円

　
　

　
　

イ
　

支
出

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

政
治

活
動

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 487,419円

　
　

　
　

　
　

　
　

組
織

活
動

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 325,419円
　

　
　

　
　

　
　

　
寄

附
・

交
付

金
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 162,000円

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 487,419円
　

　
　

　
　

　
（

う
ち

本
部

又
は

支
部

に
対

し
て

供
与

し
た

交
付

金
に

係
る

　
　

　
　

　
　

支
出

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 162,000円
　

⑵
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
佐
藤
文
信
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
1日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

10,000円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

10,000円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
秋
田
康
友
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
7日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 246,063円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 246,063円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
佐
々
木
誠
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
15日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 8,500円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 8,500円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
平
泉
庄
治
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
16日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

5,220円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 5,220円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
さ
さ
き
正
を
励
ま
す
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
28日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 857円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 857円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

0円

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
中
村
ひ
ろ
ひ
こ
秋
田
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

5月
30日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 2,580円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 2,580円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

0円
２

　
収

入
及

び
支

出
の

な
い

団
体

　
⑴

　
そ

の
他

の
政

治
団

体

政
治

団
体

の
名

称
報

告
年

月
日

佐
藤

勇
後

援
会

（
平

成
20年

分
）

平
成

20年
5月

2日

佐
藤

健
一

後
援

会
（

平
成

20年
分

）
〃

仲
村

力
夫

後
援

会
（

平
成

20年
分

）
平

成
20年

5月
7日

菅
原

隆
文

後
援

会
（

平
成

20年
分

）
〃

尾
山

周
市

郎
後

援
会

（
平

成
19年

分
）

平
成

20年
5月

8日

小
番

勲
後

援
会

（
平

成
19年

分
）

〃

佐
藤

譲
司

後
援

会
（

平
成

20年
分

）
〃

泉
谷

理
毅

男
後

援
会

（
平

成
20年

分
）

〃

す
ず

き
誠

一
後

援
会

（
平

成
18年

分
）

平
成

20年
5月

12日

池
田

千
紗

子
後

援
会

（
平

成
20年

分
）

〃

湊
屋

啓
二

後
援

会
（

平
成

20年
分

）
平

成
20年

5月
13日

秋
田

を
国

際
文

化
都

市
へ

石
塚

ゆ
き

こ
後

援
会

（
平

成
20年

分
）

平
成

20年
5月

13日

）
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秋
選
管
告
示
第
五
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定

の
取
消
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

秋
田

を
国

際
文

化
都

市
へ

石
塚

ゆ
き

こ
後

援
会

（
平

成
20年

分
）

平
成

20年
5月

20日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
　

金
　

管
　

理
　

団
　

体

届
出
年
月
日

名　
　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

湊
　

屋
　

啓
　

二

市
議
会
議
員

湊
屋
啓
二
後
援
会

北
秋
田
市
元
町
四
─
十
五

湊　

屋　

啓　

二

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

秋
選
管
告
示
第
五
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

北　

林　

康　

司

県
議
会
議
員

秋
田
康
友
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
山
王
四
丁
目
六
─
二
十　

合
同
ビ

ル
二
Ｆ

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
─
一　

瀧
不
動
産

ビ
ル
三
Ｆ

平
成
二
十
年
五
月
七
日

髙　

貝　

久　

遠

県
議
会
議
員

髙
貝
ひ
さ
と
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

大
仙
市
太
田
町
太
田
字
築
地
古
館
七
十
二

大
仙
市
太
田
町
太
田
字
新
田
田
尻
五
十
九

─
一

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日

秋
選
管
告
示
第
五
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

取

り

消

し

た

資

金

管

理

団

体

届
出
年
月
日

名　
　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

北
　

林
　

康
　

司

県
議
会
議
員

秋
田
康
友
会

秋
田
市
山
王
四
丁
目
六
─
二
十　

合
同
ビ
ル
二
Ｆ

北　

林　

康　

司

平
成
二
十
年
五
月
七
日

山
　

脇
　

精
　

悦

市
議
会
議
員

山
脇
精
悦
後
援
会

大
館
市
比
内
町
扇
田
字
南
扇
田
百
二
十
八
─
一

山　

脇　

精　

悦
　
　
　
　

〃
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人
事
委
員
会
規
則
八―

六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏　

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八―

六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

規
則
八―

六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
の
表
証
人
等
休
暇
の
項
中
「
職
員
が
」
の
下
に
「
裁
判

員
、
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
七
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
収
用
委
員
会
会
長　

豊　

口　

祐　

一　

一　

起
業
者
の
名
称

　
　

国
土
交
通
大
臣　

冬　

柴　

鐵　

三

　
　

右
代
理
人　

東
北
地
方
整
備
局
長　

久
保
田　
　
　

勝

二　

事
業
の
種
類

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

　
秋

田
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
　

　
平

成
20年

６
月

27日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

芳
　

賀
　

京
　

子
　

　
　

　
秋

田
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
　

秋
田

県
警

察
の

組
織

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
45年

秋
田

県
公

安
委

員
会

規
則

第
３

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

「

　
第

３
条

第
２

項
の

表
中

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

「

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
を

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

改
め

、
同

表
警

備
第

二
課

の
項

を
削

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
る

。
　

第
４

条
総

務
課

の
項

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
(10)　

被
疑

者
取

調
べ

適
正

化
の

た
め

の
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

「

　
第

16条
第

１
項

の
表

中

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
「

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

を

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
規
則

　　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

改
め

、
同

表
警

備
第

二
課

全
国

植

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
樹

祭
警

衛
警

備
対

策
室

長
の

項
を

削
る

。
　

　
　

附
　

則
　

こ
の

規
則

は
、

平
成

20年
７

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

公
安

委
員

会
補

佐
室

情
報

公
開

セ
ン

タ
ー

総
　

　
務

　
　

課

公
安

委
員

会
補

佐

情
報

公
開

セ
ン

タ

取
調

べ
監

督
業

務

総
　

　
務

　
　

課

室ー推
進

室

総
　

務
　

課
公

安
委

員
会

補
佐

室
長

　
命

を
受

け
補

佐
室

の
事

室
の

職
員

を
る

。

、
公

安
委

員
会

務
を

掌
理

し
、

指
揮

監
督

す
総

　
務

　
課

公
安

委
員

会
補

佐
室

長

取
調

べ
監

督

　
命

補
佐

室
の

る
。

　
命

業
務

し
、

す
る

総
　

務
　

課

公
安

委
員

会
補

佐
室

長

取
調

べ
監

督
業

務
推

進
室

長

　
命

補
佐

室
の

る
。

　し
、

す
る

泉
　

谷
　

理
毅
男

町
議
会
議
員

泉
谷
理
毅
男
後
援
会

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
西
今
泉
九
十
七

泉　

谷　

理
毅
男

平
成
二
十
年
五
月
八
日

鈴
　

木
　

誠
　

一

市
議
会
議
員

す
ず
き
誠
一
後
援
会

大
仙
市
板
見
内
字
一
ツ
森
百
七
十
四

鈴　

木　

誠　

一

平
成
二
十
年
五
月
十
二
日

湊
　

屋
　

啓
　

二

市
議
会
議
員

湊
屋
啓
二
後
援
会

北
秋
田
市
元
町
四
─
十
五

湊　

屋　

啓　

二

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

平
　

泉
　

庄
　

治

市
議
会
議
員

平
泉
庄
治
後
援
会

大
館
市
釈
迦
内
字
台
野
道
下
四
十
七
番
地

平　

泉　

庄　

治

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

を
受

け
、

公
安

委
員

会
室

の
事

務
を

掌
理

し
、

職
員

を
指

揮
監

督
す

を
受

け
、

取
調

べ
監

督
推

進
室

の
事

務
を

掌
理

室
の

職
員

を
指

揮
監

督
。　

　
　
　
　
収
用
委
員
会
告
示
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一
級
河
川
米
代
川
水
系
小
又
川
森
吉
山
ダ
ム
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴

う
市
道
付
替
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

（
秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
家
ノ
前
五
十
番
に
つ
い
て
）

　
　

吉
田
法
仁　

持
分
五
〇
四
分
の
二

　
　

現
住
所
不
明　

た
だ
し
住
民
登
録
上
の
住
所

　
　

秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
山
根
十
六
番
地
一

　
　

国
土
交
通
省　

持
分
五
百
四
分
の
五
百
二

　
　

（
秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
五
十
一
番
二
、
同
字
五
十
一
番
三
、

同
字
五
十
八
番
二
に
つ
い
て
）

　
　

吉
田
法
仁

　
　

現
住
所
不
明　

た
だ
し
住
民
登
録
上
の
住
所

　
　

秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
山
根
十
六
番
地
一

　
　

（
秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
沢
五
十
五
番
三
、
同
字
五
十
五
番
四

に
つ
い
て
）

　
　

吉
田
法
仁　

持
分
四
八
分
の
一

　
　

現
住
所
不
明　

た
だ
し
住
民
登
録
上
の
住
所

　
　

秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
山
根
十
六
番
地
一

　
　

国
土
交
通
省　

持
分
四
十
八
分
の
四
十
七

五　

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利

の
種
類

　
　

（
秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
五
十
一
番
二
、
同
字
五
十
八
番
二
に

つ
い
て
）

　
　

シ
ャ
ー
プ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

　
　

大
阪
市
阿
倍
野
区
長
池
町
二
十
二
番
二
十
二
号

　
　

仮
差
押

　
　

秋
田
県
信
用
保
証
協
会

　
　

秋
田
県
秋
田
市
旭
北
錦
町
一
番
四
十
七
号

　
　

根
抵
当
権

　
　

（
秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
五
十
一
番
三
に
つ
い
て
）

　
　

秋
田
県
信
用
保
証
協
会

　
　

秋
田
県
秋
田
市
旭
北
錦
町
一
番
四
十
七
号

土
地
の
所
在

地　
　

番

地　
　

目

公　
　

簿

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉
家
ノ
前

五
十
番

山
林

地　
　

積　

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
平
方

メ
ー
ト
ル
）

登
記
簿
上

実　
　

測

二
四
四
・
〇
〇

五
三
六
・
七
四

五
三
六
・
七
四

土
地
の
所
在

地　
　

番

地　
　

目

公　
　

簿

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉

五
十
一
番
二

田

地　
　

積　

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
平
方

メ
ー
ト
ル
）

登
記
簿
上

実　
　

測

一
五
五
・
〇
〇

一
九
〇
・
九
〇

一
九
〇
・
九
〇

土
地
の
所
在

地　
　

番

地　
　

目

公　
　

簿

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉

五
十
一
番
三

田

地　
　

積　

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
平
方

メ
ー
ト
ル
）

登
記
簿
上

実　
　

測

七
九
・
〇
〇

八
三
・
八
〇

八
三
・
八
〇

土
地
の
所
在

地　
　

番

地　
　

目

公　
　

簿

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉

五
十
八
番
二

田

地　
　

積　

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
平
方

メ
ー
ト
ル
）

登
記
簿
上

実　
　

測

七
九
・
〇
〇

九
〇
・
五
一

九
〇
・
五
一

土
地
の
所
在

地　
　

番

地　
　

目

公　
　

簿

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉
沢

五
十
五
番
三

山
林

地　
　

積　

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
平
方

メ
ー
ト
ル
）

登
記
簿
上

実　
　

測

四
〇
三
・
〇
〇

三
、
三
七
四
・
一
六

三
、
三
七
四
・
一
六

土
地
の
所
在

地　
　

番

地　
　

目

公　
　

簿

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉
沢

五
十
五
番
四

山
林

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字

森
吉
沢

五
十
五
番
四

山
林

地　
　

積　

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
平
方

メ
ー
ト
ル
）

登
記
簿
上

実　
　

測

二
九
〇
・
〇
〇

一
、
二
八
六
・
七
八

一
、
二
八
六
・
七
八
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根
抵
当
権

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
八
号

　

秋
田
県
収
用
委
員
会
は
、
起
業
者
国
土
交
通
大
臣
か
ら
平
成
二
十
年
三
月

七
日
に
申
請
の
あ
っ
た
一
級
河
川
米
代
川
水
系
小
又
川
森
吉
山
ダ
ム
建
設
工

事
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
の
審
理
を
次
の

と
お
り
開
始
す
る
の
で
、
秋
田
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
一
年

秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
収
用
委
員
会
会
長　

豊　

口　

祐　

一　

一　

審
理
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
九
日　

午
後
二
時
三
十
分

二　

審
理
開
始
の
場
所　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
二
番
十
二
号

　
　

ル
ポ
ー
ル
み
ず
ほ　

三
階　

芙
蓉
の
間

収
用
委
員
会
の
公
示
に
よ
る
通
知

　

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第
六
条

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

　

な
お
、
通
知
書
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
（
秋
田
県
建
設
交
通
部
建
設

管
理
課
）
に
保
管
し
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受

領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
年
七
月
十
八
日
を
も
っ
て
そ
の
通
知
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
収
用
委
員
会
会
長　

豊　

口　

祐　

一

一　

事
件
名

　
　

一
級
河
川
米
代
川
水
系
小
又
川
森
吉
山
ダ
ム
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴

う
市
道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件

二　

通
知
書
の
名
称

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日
付
け
秋
収
委―

四
十
九
「
審
理
の
開
始
に
つ

い
て
（
通
知
）
」

三　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
家
ノ
前
五
十
番
、
字
森
吉
五
十
一
番
二

同
字
五
十
一
番
三
、
同
字
五
十
八
番
二
、
字
森
吉
沢
五
十
五
番
三
、
同
字

五
十
五
番
四
の
土
地
の
所
有
者　

吉
田
法
仁　

住
所
不
明　

た
だ
し
、
住

民
登
録
上
の
住
所
は
、
秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
山
根
十
六
番
地

一

　
　
　
　
　
収
用
委
員
会
の
公
示
に
よ
る
通
知



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


